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本
章
で
は
、
連
邦
法
・
州
法
上
の
家
庭
系
廃
棄
物
の
処
理
と
の
関
係
で
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
す
る
。
先
に
も
述
べ
た
と

お
り
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廃
棄
物
処
理
に
関
す
る
立
法
は
、
連
邦
優
位
型
競
合
的
立
法
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
連
邦
の
二
○
一
二
年
連
邦
循
環
経
済
法
（
以
下
、

本
章
で
は
「
法
」
と
い
う
）
を
検
討
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、
次
い
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州
法
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検
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三
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委
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律
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う
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他
方
、
法
第
一
七
条
第
一
項
第
一
文
（
「
第
七
条
第
二
項
及
び
第
一
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
庭
系
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
は
、

私
的
な
生
活
Ｐ
ｇ
の
ロ
の
陣
耳
目
巳
の
範
囲
で
使
用
す
る
土
地
上
で
廃
棄
物
を
再
利
用
す
る
状
態
に
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
意
思
が
な
い
と
き
は
、
州
法
に

基
づ
き
処
理
義
務
を
負
う
法
人
（
公
法
上
の
処
理
事
業
者
）
に
廃
棄
物
を
引
き
渡
す
義
務
を
負
う
。
」
）
は
、
原
則
と
し
て
、
家
庭
系
廃
棄
物
の
排
出
者

（
３
）
（
４
）

又
は
占
有
者
に
、
当
該
廃
棄
物
を
、
州
法
に
基
づ
き
処
理
義
務
を
課
さ
れ
た
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
に
引
き
渡
す
義
務
を
課
す
。
そ
の

際
、
当
該
廃
棄
物
が
除
去
（
法
第
三
条
第
二
六
項
）
さ
れ
る
か
再
利
用
（
法
第
三
条
第
二
三
項
）
さ
れ
る
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
例
外
的
に
、

（
５
）

私
的
な
生
活
の
範
囲
で
利
用
す
る
土
地
上
で
廃
棄
物
を
再
利
用
す
る
状
態
に
あ
る
と
き
又
は
そ
の
意
思
が
あ
る
と
き
に
は
、
家
庭
系
の
廃
棄

物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
に
引
渡
義
務
は
課
さ
れ
な
い
。

引
渡
義
務
の
裏
返
し
と
し
て
、
家
庭
系
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
は
、
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
に
対
し
て
、
引
取
請
求
権
を
有

法
第
七
条
第
二
項
第
一
文
（
「
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
は
、
当
該
廃
棄
物
を
再
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
）
は
、
廃
棄
物
の
排
出
者
又

は
占
有
者
に
当
該
廃
棄
物
の
再
利
用
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
法
第
一
五
条
第
一
項
第
一
文
（
「
再
利
用
さ
れ
な
い
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者

は
、
第
一
七
条
に
お
い
て
異
な
る
定
め
が
さ
れ
て
い
な
い
限
り
で
、
当
該
廃
棄
物
を
処
理
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
」
）
は
、
再
利
用
さ
れ
な
い
廃

棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
に
、
（
法
第
一
七
条
に
よ
っ
て
「
引
渡
義
務
」
が
課
さ
れ
る
場
合
を
除
き
）
当
該
廃
棄
物
を
除
去
す
る
こ
と
を
義
務
付

へ
６
）

〆
、

す
る
。 （

１
）
（
２
）

け
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
家
庭
系
廃
棄
物
が
「
除
去
」
さ
れ
る
場
合
に
は
必
ず
引
渡
義
務
が
生
じ
る
が
、
先
に
も
見
た
と
お
り
「
再
利
用
」
さ
れ

二
家
庭
系
廃
棄
物
の
引
渡
義
務
ｌ
法
第
一
七
条

（
一
）
引
渡
義
務
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立
法
者
に
よ
れ
ば
、
法
第
一
七
条
の
位
置
づ
け
は
、
一
九
九
四
年
循
環
経
済
・
廃
棄
物
法
第
一
三
条
第
一
項
第
一
文
に
基
づ
く
引
渡
義
務

の
位
置
づ
け
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
ず
、
二
○
一
二
年
法
の
基
本
構
想
は
、
原
因
者
負
担
原
則
で
あ
る
。
こ
の
原
因
者
負
担
原
則
は
、

廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
の
「
基
本
的
義
務
」
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
法
第
一
七
条
に
お
い
て
規
律
さ
れ
て
い
る
家
庭
系
廃
棄
物
等
の

（
皿
）

引
渡
義
務
は
、
生
存
配
慮
原
則
に
従
う
原
因
者
負
担
原
則
の
例
外
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
原
因
者
負
担
原
則
の
例
外
と
し
て
法
第
一
七
条
に
基
づ
く
引
渡
義
務
を
位
置
づ
け
な
い
見
解
も
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
原

因
者
に
よ
る
廃
棄
物
処
理
は
多
く
の
場
合
で
き
な
い
か
、
で
き
た
と
し
て
も
負
担
過
重
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
廃
棄
物
の
排
出

法
第
一
七
条
の
家
庭
系
廃
棄
物
の
「
引
渡
し
」
は
、
「
通
常
、
私
有
地
に
準
備
さ
れ
た
一
般
ご
み
収
集
容
器
に
家
庭
系
廃
棄
物
を
投
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
容
器
を
空
に
す
る
た
め
に
、
収
集
車
が
家
庭
系
廃
棄
物
を
収
集
す
る
こ
と
に
よ

（
７
）
（
８
）

っ
て
初
め
て
」
成
立
す
る
。
故
に
引
渡
し
は
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
廃
棄
物
の
占
有
が
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
生
じ
る
。

法
第
一
七
条
第
一
項
は
、
引
渡
義
務
の
有
無
に
関
係
す
る
条
文
で
あ
る
た
め
、
引
渡
し
の
態
様
は
、
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
具
体
化
す
る

（
９
）

必
要
が
あ
る
。
具
体
化
を
す
る
連
邦
レ
ベ
ル
の
法
規
命
令
の
根
拠
と
し
て
、
法
第
二
五
条
第
二
項
第
三
号
、
第
七
条
第
一
項
第
二
号
・
第
三

号
、
第
一
六
条
第
一
項
第
一
号
・
第
二
号
が
あ
る
。
な
お
、
法
規
命
令
の
権
能
が
及
ぶ
限
り
で
、
基
本
法
第
七
二
条
の
遮
断
効
が
働
き
、
州

法
（
及
び
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
令
）
に
よ
っ
て
引
渡
し
の
態
様
を
形
成
す
る
余
地
は
な
く
な
る
。

る
場
合
に
は
例
外
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
除
去
」
と
「
再
利
用
」
の
区
別
は
重
要
に
な
る
。
又
、
「
除
去
」
と
「
再
利
用
」
の
区
別

は
、
法
第
一
七
条
第
一
項
第
二
文
の
場
合
に
も
重
要
と
な
る
。

（
三
）
引
渡
義
務
の
位
置
づ
け

（
二
）
引
渡
し
の
成
立
、
態
様
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（
ｕ
）
（
胆
）

鋤
者
又
は
占
有
者
の
原
則
的
な
自
己
処
理
義
務
と
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
よ
る
処
理
義
務
は
、
併
存
関
係
に
あ
る
と
主
張
す
る
。

倒
引
取
義
務

（
喝
）

法
第
二
○
条
第
一
項
第
一
文
は
、
法
第
一
七
条
第
一
項
の
引
渡
義
務
に
対
応
し
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
、
家
庭
系
廃
棄
物
の
引
取
義

（
焔
）
（
ｒ
）
（
肥
）

務
を
課
す
。
つ
ま
り
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
家
庭
系
廃
棄
物
の
処
理
を
、
（
循
環
経
済
法
改
正
前
と
同
様
）
事
実
上
独
占
す
る
。
な
お
、

（
四
）

公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
別
の
公
法
上
の
処
理
事
業
者
の
管
轄
区
域
内
で
生
じ
た
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
引
取
拒
否
権
を
有
す
る
。

家
庭
系
廃
棄
物
の
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
付
け
ら
れ
た
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
は
、
「
州
法
に
基
づ
き
処
理
義
務
を
負
う
法
人
」

で
あ
る
。
通
常
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
は
、
郡
及
び
郡
独
立
市
で
あ
る
が
、
州
法
上
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
は
任
務
毎
に
多
様
な

存
在
が
想
定
さ
れ
る
（
詳
細
は
後
述
）
。

（
過
）

法
第
二
○
条
は
、
一
九
九
四
年
法
第
一
五
条
に
お
お
よ
そ
対
応
す
る
。
法
第
二
○
条
は
、
生
存
配
慮
に
基
づ
き
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者

．
（
皿
）

の
処
理
義
務
の
内
容
及
び
範
囲
を
規
定
す
る
。
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
循
環
経
済
法
、
地
方
自
治
法
、
公
共
委
託
発
注
法
等
に
服
す
る
。

三
公
法
上
の
処
理
事
業
者
ｌ
法
第
二
○
条

（
二
）
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
の
義
務

（
一
）
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
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側
法
第
二
○
条
第
一
項
第
二
文

（
認
）

法
第
二
○
条
第
一
項
第
二
文
は
、
一
九
九
四
年
法
第
一
五
条
第
一
項
第
二
文
を
よ
り
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
場
面
は
、

（
型
）

例
え
ば
、
家
庭
系
廃
棄
物
の
排
出
者
が
、
法
第
七
条
第
四
項
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
理
由
（
再
利
用
の
技
術
的
な
不
可
能
性
又
は
経
済
的
な
要
求
不
可

（
妬
）

能
性
）
か
ら
当
該
廃
棄
物
の
再
利
用
を
で
き
ず
、
そ
の
廃
棄
物
の
除
去
を
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
委
ね
た
と
き
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
当
該
廃
棄
物
に
関
し
て
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
も
法
第
七
条
第
四
項
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
理
由
が
存
す
る
場
合
を
除
き
、

公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
再
利
用
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
の
義

（
妬
）

務
を
引
き
受
け
る
の
で
は
な
く
、
法
第
二
○
条
に
よ
っ
て
独
自
の
義
務
を
有
す
る
。

伺
引
取
義
務
と
処
理
義
務
の
差
違

引
取
義
務
と
処
理
義
務
は
、
義
務
の
発
生
す
る
廃
棄
物
の
範
囲
が
異
な
る
。
引
取
義
務
は
（
除
去
・
再
利
用
に
か
か
わ
ら
ず
）
家
庭
系
廃
棄

物
（
及
び
法
第
一
七
条
第
一
項
の
「
そ
の
他
の
出
所
系
統
の
除
去
廃
棄
物
」
）
に
の
み
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
処
理
義
務
は
、
引
渡
義
務
に
基
づ
き

引
き
渡
さ
れ
た
廃
棄
物
か
、
引
渡
義
務
に
基
づ
か
ず
に
引
き
渡
さ
れ
た
廃
棄
物
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
渡
さ
れ
た
廃
棄
物
全
て
に
つ
い
て

（
蛇
）

生
じ
る
。

㈲
処
理
義
務

（
卯
）
（
瓢
）

法
第
二
○
条
第
一
項
第
一
文
は
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
、
当
該
廃
棄
物
を
適
切
に
処
理
す
る
義
務
を
課
す
。

公
法
上
の
処
理
事
業
者
間
の
契
約
で
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
（
共
同
）
利
用
を
決
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
廃
棄
物
処
理

（
三
）
廃
棄
物
処
理
施
設
の
（
共
同
）
利
用
契
約
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（
訂
）

聖
弍
ご
う
（
や
○

（
皿
）

Ｂ
Ｅ
州
、
Ｈ
Ｂ
州
、
Ｈ
Ｈ
州
で
は
、
州
を
構
成
す
る
市
が
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
で
あ
る
。
（
犯
）

Ｈ
Ｅ
州
で
は
、
郡
属
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
郡
独
立
市
及
び
郡
が
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
で
あ
る
。
収
集
義
務
者
は
、
郡
属
ゲ
マ
イ
ン
デ
、

（
錦
）
（
乳
）
（
弱
）

郡
独
立
市
で
あ
る
。
運
搬
が
必
要
な
場
合
、
運
搬
義
務
者
は
、
郡
属
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
る
。
処
理
義
務
者
は
、
郡
独
立
市
及
び
郡
で
あ
る
。

Ｎ
Ｉ
州
で
は
、
郡
、
郡
独
立
市
、
ツ
ェ
レ
市
、
ク
ッ
ク
ス
ハ
ー
フ
ェ
ン
市
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
市
、
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
市
、
リ
ュ
ー
ネ
ブ

（
艶
）

ル
ク
市
が
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
で
あ
る
。
一
部
事
務
組
合
、
公
の
営
造
物
も
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で

観
す
る
。

Ｂ
Ｗ
州
、
Ｂ
Ｙ
州
、
Ｂ
Ｂ
州
、
Ｍ
Ｖ
州
、
Ｎ
Ｗ
州
、
Ｒ
Ｐ
州
、
Ｓ
Ｔ
州
、
Ｓ
Ｈ
州
、
Ｔ
Ｈ
州
で
は
、
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
郡
及
び

（
鉛
）

郡
独
立
市
負
国
鳥
：
煕
四
骨
、
陣
且
房
風
の
）
が
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
で
あ
る
。
Ｂ
Ｗ
州
の
別
段
の
定
め
に
つ
い
て
は
、
次
項
で
概

（
”
）

施
設
の
許
可
枠
を
超
え
る
引
取
り
は
許
さ
れ
な
い
。

処
理
義
務
の
委
譲
を
定
め
た
一
九
九
四
年
法
第
一
六
条
第
二
項
な
い
し
第
四
項
、
第
一
七
条
第
三
項
な
い
し
第
六
項
、
第
一
八
条
第
二
項

（
認
）

は
二
○
一
二
年
循
環
経
済
法
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
な
く
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
が
処
理
義
務
全
て
か
ら
解
放

（
鋤
）

さ
れ
る
こ
と
は
も
は
や
予
定
さ
れ
て
い
な
い
（
第
二
九
条
第
二
項
は
、
除
去
義
務
を
廃
棄
物
除
去
施
設
の
操
業
者
に
委
譲
す
る
場
合
の
規
定
で
あ
る
）
。

四
州
に
お
け
る
多
様
な
規
律

（
一
）
各
州
に
お
け
る
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」

（
四
）
処
理
義
務
の
委
譲
の
廃
止
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（
似
）

バ
ー
デ
ン
Ⅱ
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
で
は
、
Ｂ
Ｗ
州
廃
棄
物
法
が
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

Ｂ
Ｗ
州
廃
棄
物
法
第
六
条
第
一
項
は
、
原
則
と
し
て
郡
及
び
郡
独
立
市
が
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
で
あ
る
と
定
め
る
。
続
い
て
同
条

第
二
項
は
、
郡
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
申
請
に
基
づ
き
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
と
し
て
、
①
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
、

②
生
ゴ
ミ
（
四
○
号
匡
の
ロ
）
及
び
資
源
ご
み
（
国
目
号
竺
の
ロ
）
の
再
利
用
、
③
汚
泥
の
処
理
、
④
掘
削
土
Ｂ
ａ
の
目
匡
の
冒
豆
、
建
築
廃
材

ａ
目
の
呂
昌
）
及
び
道
路
舗
装
廃
材
命
可
農
の
巨
臼
号
昌
ｏ
豆
が
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
か
、
汚
染
が
僅
か
で
あ
る
場
合
、

（
盤
）

そ
れ
ら
の
処
理
の
全
部
又
は
一
部
を
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
。
同
条
第
三
項
は
、
同
条
第
二
項
の
任
務
の
委
譲
の
代
わ
り
に
、

郡
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
同
条
第
第
二
項
に
基
づ
く
諸
任
務
を
行
政
適
合
的
か
つ
技
術
的
に
処
理
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
。

Ｂ
Ｗ
州
廃
棄
物
法
第
七
条
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
域
連
合
（
以
下
、
「
連
合
」
と
い
う
）
に
よ
る
廃
棄
物
処
理
に
つ
い
て
定
め
る
。

同
条
第
一
項
は
、
連
合
が
特
定
の
場
合
に
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
に
な
る
こ
と
を
定
め
る
。
同
条
第
二
項
は
、
連
合
は
、
公
法
上
の
処

理
事
業
者
と
の
合
意
を
通
じ
て
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
か
ら
廃
棄
物
処
理
任
務
の
一
部
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
（
な
お
、

同
州
法
第
八
条
第
一
項
第
三
文
の
意
味
で
の
緊
急
・
公
的
な
必
要
性
が
存
在
し
、
廃
棄
物
法
に
関
す
る
中
級
行
政
庁
が
当
該
必
要
性
を
認
め
た
と
き
、
公
法

（
蛤
）

上
の
処
理
事
業
者
は
任
務
の
委
譲
を
、
連
合
は
任
務
の
引
受
を
義
務
付
け
ら
れ
る
）
。
同
条
第
三
項
は
、
連
合
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
郡
独
立
市
、
郡
と

（
銘
）

Ｓ
Ｌ
州
で
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
及
び
ザ
ー
ル
廃
棄
物
処
理
組
合
日
日
の
ｏ
瑞
唱
眉
の
ぐ
の
号
目
Ｑ
留
閏
）
が
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
で
あ
る

（
鉛
）

Ｓ
Ｎ
州
で
は
、
郡
、
郡
独
立
市
、
廃
棄
物
処
理
組
合
（
善
菖
ぐ
の
号
目
号
）
が
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
と
し
て
郡
や
郡
独
立
市
が
指
定
さ
れ
や
す
い
の
は
、
通
常
、
郡
及
び
郡
独
立
市
の
方
が
、
郡

（
釦
）

属
ゲ
マ
イ
ン
デ
よ
り
も
処
理
能
力
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
バ
ー
デ
ン
Ⅱ
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
例
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Ｂ
Ｗ
州
廃
棄
物
法
第
八
条
第
一
項
第
一
文
は
、
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
自
ら
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
、
廃
棄
物
法
に
関
す
る

中
級
行
政
庁
の
同
意
の
も
と
、
廃
棄
物
処
理
連
合
を
設
立
し
、
又
は
公
法
上
の
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
定
め
る
。
そ
の
際
、

公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
廃
棄
物
の
処
理
並
び
に
、
必
要
な
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
立
及
び
運
営
に
関
す
る
義
務
を
、
特
定
の
処
理
事
業

者
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
第
二
文
）
。
ま
た
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
廃
棄
物
処
理
連
合
の
設
立
又
は
公
法
上
の
協
定
の

締
結
に
つ
い
て
の
緊
急
・
公
的
な
必
要
性
を
廃
棄
物
法
に
関
す
る
中
級
行
政
庁
が
認
め
た
と
き
、
当
該
設
立
又
は
締
結
を
義
務
付
け
ら
れ
る

（
同
条
第
三
文
）
。
こ
こ
で
の
「
緊
急
・
公
的
な
必
要
性
」
と
は
、
①
廃
棄
物
処
理
を
確
保
す
る
た
め
に
、
一
つ
又
は
複
数
の
公
法
上
の
処
理

事
業
者
に
と
っ
て
廃
棄
物
処
理
連
合
が
必
要
で
あ
る
場
合
又
は
、
②
廃
棄
物
処
理
連
合
に
よ
っ
て
、
廃
棄
物
処
理
を
、
全
体
と
し
て
本
質
的

に
よ
り
環
境
親
和
的
で
よ
り
経
済
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
る
（
同
条
第
四
文
）
。
公
法
上
の
処
理
事
業
者
が
、
第
三
文
に
基

づ
き
自
ら
に
課
さ
れ
た
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
は
、
合
法
性
監
督
庁
免
①
。
茸
の
呂
睦
ｏ
耳
呂
の
ｇ
ａ
①
）
は
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
（
同
条
第

（
必
）

五
文
）
。
そ
し
て
、
廃
棄
物
処
理
連
合
や
公
法
上
の
協
定
に
関
し
て
は
、
市
町
村
協
働
に
関
す
る
法
律
が
適
用
さ
れ
る
。

Ｂ
Ｗ
州
廃
棄
物
法
第
九
条
は
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
の
そ
の
他
の
任
務
・
義
務
を
定
め
る
。
第
一
に
、
廃
棄
物
発
生
の
回
避
を
目
指
す

任
務
で
あ
る
。
第
二
に
、
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
が
自
ら
適
切
な
形
で
、
又
は
損
害
が
生
じ
な
い
形
で
再
利
用
で
き
な
い
生
ゴ
ミ
及

び
資
源
ご
み
を
、
そ
の
他
の
廃
棄
物
か
ら
区
別
し
て
収
集
及
び
運
搬
し
、
再
利
用
す
る
義
務
で
あ
る
（
こ
の
義
務
は
、
技
術
的
に
可
能
で
あ
り
、

同
条
第
一
項
第
二
項
に
基
づ
く
任
務
を
行
政
適
合
的
か
つ
技
術
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
。
こ
の

と
き
、
連
合
の
領
域
内
に
あ
る
郡
独
立
市
及
び
郡
は
、
連
合
が
独
自
の
施
設
を
何
ら
保
持
し
な
い
場
合
に
限
り
、
連
合
に
、
適
切
な
対
価
で

の
郡
独
立
市
又
は
郡
が
保
有
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
の
共
同
利
用
を
許
す
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
同
条
第
四
項
は
、
連
合
は
、
連
合
自

身
が
公
法
上
の
処
理
事
業
者
で
は
な
い
場
合
に
限
り
、
条
令
に
よ
っ
て
、
連
合
領
域
内
に
お
い
て
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
が
形
成
す
る
廃

棄
物
処
理
施
設
の
暫
定
的
な
廃
棄
物
（
ぐ
。
儲
号
の
侭
①
言
目
①
ロ
ン
ロ
の
烏
邑
）
に
関
す
る
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
連
盟
伝
匡
の
匡
ぐ
①
壗
冒
且
）
を
規
律
す
る

こ
と
、
を
定
め
る
。
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本
章
で
は
、
二
○
一
二
年
連
邦
循
環
経
済
法
及
び
州
法
を
若
干
で
は
あ
る
が
分
析
し
、
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
に
、
家
庭

系
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
は
、
法
第
一
七
条
に
よ
っ
て
、
当
該
家
庭
系
廃
棄
物
を
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
に
引
き
渡
す
義
務
を

課
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
引
渡
義
務
が
、
原
因
者
負
担
原
則
か
ら
の
解
放
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
）
。
第
二
に
、
州
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る

「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
は
、
法
第
二
○
条
に
よ
っ
て
処
理
義
務
を
課
さ
れ
、
こ
の
処
理
義
務
を
他
者
に
委
託
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、

委
讓
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
第
三
に
、
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
は
、
郡
及
び
郡
独
立
市
が
該
当
す
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
も

の
の
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
連
合
な
ど
も
該
当
し
う
る
（
ま
た
「
処
理
」
を
分
割
し
て
各
公
共
団
体
に
割
り
振
る
例
も
存
在
す
る
）
。

令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
を
前
提
に
、
さ
ら
涯

（
妬
）

及
び
経
済
的
に
要
求
可
能
な
場
合
に
限
り
存
在
す
る
）
。
第
三
に
、
一
九
九
四
年
法
第
一
五
条
の
義
務
が
課
さ
れ
な
い
場
合
、
公
的
な
土
地
（
黙

（
妬
）

許
ロ
震
呂
の
ロ
ョ
胃
冨
ロ
）
上
又
は
連
担
建
築
地
域
の
外
部
に
お
い
て
、
違
法
に
投
棄
さ
れ
た
廃
棄
物
の
処
理
義
務
で
あ
る
。

Ｂ
Ｗ
州
廃
棄
物
法
第
一
○
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
一
九
九
四
年
法
第
一
三
条
第
一
項
な
い
し
第
三
項
に
基
づ

く
引
渡
義
務
の
枠
内
に
お
い
て
、
条
令
に
よ
っ
て
、
そ
の
領
域
内
の
土
地
に
対
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
へ
の
接
続
及
び
利
用
を
規
律
す
る
。

ま
た
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
分
別
し
て
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
廃
棄
物
の
種
類
、
廃
棄
物
を
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
引
き
渡

す
方
法
、
場
所
及
び
時
間
並
び
に
引
き
渡
す
廃
棄
物
の
最
低
容
器
容
量
を
条
令
に
よ
っ
て
定
め
る
。
さ
ら
に
同
条
第
二
項
は
、
公
法
上
の
処

理
事
業
者
に
、
条
令
の
規
定
及
び
課
さ
れ
た
義
務
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
監
視
義
務
を
課
す
。
こ
こ
で
は
、
一
九
九
四
年
法
第
一

四
条
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
九
四
年
法
第
四
○
条
第
二
項
な
い
し
第
四
項
が
適
用
さ
れ
、
住
居
の
不
可
侵
に
関
す
る
基
本
権
（
基
本
法
第
一

三
条
）
が
制
限
さ
れ
る
。
ま
た
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
条
令
の
規
定
及
び
課
さ
れ
た
義
務
の
遵
守
を
保
障
す
る
た
め
に
、
必
要
な
命

（
灯
）

さ
ら
に
各
条
令
が
接
続
利
用
強
制
、
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
の
形
式
、
分
別
収
集
な
ど
を
定
め
る
。

五
小
括



妬
（
１
）
廃
棄
物
法
に
お
け
る
自
己
処
理
原
則
の
採
用
、
言
い
換
え
れ
ば
「
実
質
的
私
化
」
の
目
的
は
、
適
切
（
と
り
わ
け
環
境
親
和
的
）
で
十
分
な
廃
棄
物
処
理
の
保
証
の
元
で
、

国
家
の
負
担
軽
減
、
具
体
的
に
言
え
ば
郡
及
び
市
町
村
負
○
日
目
目
）
の
処
理
容
量
の
負
担
を
軽
減
し
、
社
会
の
側
の
ア
ク
タ
ー
の
潜
在
能
力
、
技
術
力
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を

ロ
万
Ｆ
Ｄ

活
性
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
国
弓
‐
口
吊
．
届
、
腸
吟
、
弓
．

巻

又
、
廃
棄
物
領
域
に
お
け
る
私
化
が
、
環
境
法
上
の
原
因
者
負
担
原
則
、
協
働
原
則
、
事
前
配
慮
原
則
の
具
体
化
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
受
吊
昏
ミ
ゞ
旨
冨
．
恩
匡
冒
廻

７８１

冨
浬
陸
の
昇
窟
筋
里
罵
但
馬
自
侭
閏
月
頁
ｇ
己
壺
届
国
〕
・
口

（
２
）
法
第
一
七
条
の
成
立
過
程
に
つ
き
、
参
照
、
中
曽
利
雄
「
ド
イ
ツ
・
Ｅ
Ｕ
の
廃
棄
物
立
法
・
政
策
と
実
態
（
一
○
～
二
一
）
ｌ
気
候
保
護
と
資
源
循
環
、
二
次
原
料
化

へ
の
進
展
ｌ
」
月
刊
廃
棄
物
四
九
○
号
（
二
○
一
二
年
）
八
二
頁
、
四
九
一
号
（
二
○
一
二
年
）
八
○
頁
、
四
九
二
号
（
二
○
一
二
年
）
八
○
頁
、
四
九
三
号
（
二
○
一

へへ〆へ ヘヘ
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（
３
）
連
邦
法
上
の
引
渡
義
務
は
、
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
と
い
う
人
的
性
質
に
着
目
し
て
お
り
、
接
続
強
制
の
よ
う
に
土
地
に
着
目
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
廃
棄
物
処
理
に
関
す
る
立
法
は
、
連
邦
優
位
型
競
合
的
立
法
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
州
廃
棄
物
法
上
、
接
続
・
利
用
強
制
を
定
め
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
接
続
・
利
用
強
制
は
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
と
い
う
人
的
性
質
に
限
定
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
、
条
令
に
よ
っ
て

引
渡
義
務
を
土
地
の
所
有
者
に
拡
大
す
る
こ
と
や
、
適
切
か
つ
損
害
な
く
再
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
家
庭
系
生
ご
み
に
拡
大
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
弓
．

砕
き
蚤
ミ
属
旨
Ｆ
‐
シ
，
く
の
吊
訂
乱
、
弓
．
富
田
日
、
弓
．
粋
９
日
Ｒ
５
悶
蔚
匡
呂
ヨ
ョ
召
厨
房
照
の
里
国
産
．
シ
屋
：
ｇ
こ
ぬ
ご
詞
ロ
豊
．

（
４
）
「
排
出
（
聖
貝
農
①
ロ
）
」
と
「
引
渡
し
ａ
肩
忌
め
の
①
口
）
」
の
区
別
に
つ
き
、
目
浮
き
ミ
、
ミ
め
ゞ
ｍ
Ｐ
Ｏ
．
（
シ
ロ
日
．
望
ふ
弓
囚
〕
・
踵
ふ
９
国
房
酌
．

（
５
）
再
利
用
に
関
し
て
、
法
第
一
七
条
第
一
項
は
、
「
…
…
家
庭
系
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
が
、
私
的
な
生
活
の
範
囲
で
使
用
す
る
土
地
上
で
、
廃
棄
物
を
再
利
用
す

る
状
態
に
な
く
、
又
は
そ
の
意
思
が
な
い
と
き
…
…
」
と
い
う
限
定
を
行
っ
て
い
る
。
他
方
、
一
九
九
四
年
法
第
一
三
条
第
一
項
で
は
、
「
…
…
家
庭
系
廃
棄
物
の
排
出
者

又
は
占
有
者
が
、
廃
棄
物
を
再
利
用
で
き
る
状
態
に
な
く
、
又
は
そ
の
意
思
が
な
い
限
り
で
…
…
」
と
の
み
定
め
て
お
り
、
第
三
者
に
よ
る
再
利
用
（
事
業
系
収
集
）
が
あ

り
得
た
。
ぐ
唾
画
く
の
局
三
目
胃
壁
』
罵
員
、
§
曹
員
ミ
、
」
．
罵
爵
専
侭
ぐ
。
ｐ
号
３
号
ロ
匿
呂
の
ロ
ロ
画
の
①
旨
の
ぐ
。
届
○
個
の
国
貝
目
ぐ
胃
呂
罵
の
区
画
具
雪
辱
厨
。
冨
排
、
ｍ
ら
買

い
屋
貝
切
届
穿
殉
‐
専
討
済
§
、
済
ロ
ミ
ミ
ミ
、
。
．
の
ご
琴
詠
ロ
閉
口
２
①
【
吊
匡
自
費
弓
扇
呂
呉
房
帰
陥
厨
．
ご
く
言
圃
９
局
．
印
紹
員
の
．
留
望
置
恵
ご
Ｒ
ご
ぎ
ゞ
ロ
ョ
ミ
の
胃
円
頁

ト
ン
Ｐ
Ｐ
．
ｇ
屋
．
ゆ
田
］
宮
．
娼
誤

二
年
）
七
四
頁
。

目
の
尋
。
蚤
ミ
畠
ゞ
騨
騨
○
．
（
シ
ロ
ョ
．
望
ゞ
ゆ
弓
］
宮
．
己
．

固
く
①
Ｈ
言
の
国
』
四
口
程
四
コ
角
画
式
澤
四
ｅ
，

画
く
①
Ｈ
言
の
．
ｚ
く
弓
国
四
つ
○
・
ｍ
ｍ
酌
む
命
．
、
や
二
・

目
、
Ｓ
ｃ
量
魯
昌
》
、
、
伊
○
．
（
シ
貝
口
望
》
］
聟
自
印
、
く
閂
言
の
、
ｚ
く
言
圃
画
ｇ
Ｐ
ｍ
己
命
．
己
）
．

国
弓
‐
口
吊
』
ミ
ｇ
ｇ
、
の
函
輿
置
辛
、
⑮
尋
弓
ミ
ミ
弓
．
旨
詞
．
く
．
Ｆ
四
回
Ｑ
Ｂ
ｍ
ｐ
ｐ
さ
の
．
詞
○
ヶ
日
日
．
ご
日
言
巴
貢
ｇ
耳
．
急
．
画
Ｆ
ｍ
ｇ
ｐ
Ｑ
ｇ
届
．
ゞ
⑫
旨
【
Ｈ
雪
の
”
ロ
と

』
畠
汽
言
烏
ご
噂
．
Ｐ
画
．
○
．
（
シ
ロ
ョ
．
里
．
亜
巴
詞
巨
侭
Ｐ
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（
釦
）
目
浮
き
爵
、
ミ
め
ゞ
四
．
Ｐ
Ｃ
、
夢
ロ
日
．
望
吻
勗
國
＆
‐
法
第
一
七
条
第
一
項
に
関
す
る
公
法
上
の
処
理
事
業
者
の
事
務
は
、
水
道
に
お
け
る
義
務
的
自
治
事
務
（
供
給
義
務
）

に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
参
照
、
鈴
木
崇
弘
「
ド
イ
ツ
水
道
法
制
に
お
け
る
民
間
委
託
の
統
制
（
二
）
ｌ
行
政
契
約
の
活
用
に
留
意
し
た
分
析
」
自
治
研
究
九
三
巻

四
号
（
二
○
一
七
年
）
一
二
頁
二
一
五
頁
）
。

違
法
廃
棄
物
と
は
、
例
え
ば
、
廃
棄
物
を
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
可
能
な
土
地
上
に
投
棄
し
、
又
は
禁
止
に
反
し
て
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
、
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者

が
自
ら
の
処
理
義
務
か
ら
逃
れ
た
廃
棄
物
で
あ
る
。
州
法
で
「
違
法
廃
棄
物
」
を
定
義
す
る
も
の
と
し
て
、
Ｎ
Ｗ
州
廃
棄
物
法
第
五
条
第
六
項
第
二
文
。

（
肥
）
目
ｍ
Ｓ
ｏ
ミ
⑮
、
易
商
い
．
○
．
（
シ
ロ
ョ
．
望
ゐ
ぷ
即
胃
＆
．

（
田
）
月
砕
き
ミ
ミ
鼠
ゞ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
．
（
エ
ロ
ョ
．
望
壺
呂
囚
］
ぬ
こ
の
拒
否
権
は
、
条
令
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。
こ
の
引
取
拒
否
権
に
よ
っ
て
、
「
廃
棄
物
の
非
公
式
な
旅
行
」

（
・
・
目
ぐ
呉
①
Ｈ
冨
邑
さ
貝
房
日
匡
の
倉
）
が
排
除
さ
れ
る
。
こ
の
引
取
拒
否
権
は
、
法
第
二
○
条
第
二
項
と
は
異
な
り
、
拒
否
権
の
行
使
に
当
た
っ
て
所
管
行
政
庁
の
同
意
を
必

（
・
も
国
ぐ
四
㎡
①
Ｈ

（
Ｍ
）
自
浄
言
ミ
亀
昌
．
Ｐ
湧
○
．
（
シ
ロ
日
．
巴
．
幸
呂
詞
口
岸
国
弓
‐
ロ
厨
』
ご
ｇ
闇
．
、
観
，

（
旧
）
さ
ら
に
、
法
第
一
七
条
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
が
有
す
る
処
理
請
求
権
と
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
の
処
理
義
務
は
裏
表
の
関
係
で
あ
る
と
指
摘
す
る

も
の
と
し
て
、
ぐ
四
・
く
の
シ
昌
号
①
侭
ロ
鼻
．
く
．
９
．
Ｅ
，
９
９
シ
国
匡
【
圏
冒
さ
卸
固
潭
．
鼠
．

（
略
）
目
浮
き
ミ
ミ
湯
ゞ
Ｐ
“
．
○
．
（
エ
ロ
ョ
．
望
迩
９
画
〕
』
．

（
Ⅳ
）
支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
「
違
法
廃
棄
物
」
（
冨
言
旨
①
Ｈ
少
冨
邑
冒
）
に
つ
い
て
も
引
取
義
務
を
課
さ
れ
て
い
る
。
弓
．
浮
き
量
、
昌
一
Ｐ
、
．
○

へ へ
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伺
粋
ざ
ミ
、
ミ
め
ゞ
煙
・
Ｐ
○
．
（
シ
ロ
日
．
望
か
弓
国
〕
函
は
、
法
第
一
七
条
の
も
と
で
廃
棄
物
処
理
に
関
す
る
公
私
の
対
立
・
共
同
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る

（
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
及
び
国
内
法
（
公
共
団
体
に
よ
る
生
存
配
慮
の
要
請
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
）
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
「
伝
統
的
に
、

廃
棄
物
処
理
は
、
公
的
生
存
配
慮
の
一
部
で
あ
り
、
初
め
か
ら
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
（
た
だ
し
、
こ
こ
で

政
府
草
案
ａ
弓
‐
厚
の
』
ミ
ｇ
留
め
．
閉
）
を
援
用
す
る
）
。
他
方
に
お
い
て
、
「
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
の
第
一
義
的
な
処
理
義
務
の
明
文
化
及
び
第
一
項
に
基
づ
く

引
渡
義
務
の
例
外
的
性
格
を
目
の
前
に
し
て
、
「
循
環
経
済
法
の
基
本
的
構
想
』
は
『
公
的
生
存
配
慮
と
し
て
の
廃
棄
物
処
理
で
は
な
里
と
い
う
こ
と
が
看
取
さ
れ
る

Ｓ
Ｑ
３
ミ
Ｑ
ミ
冒
巴
目
ロ
日
９
口
、
罰
呂
日
の
壗
口
日
言
①
馬
胃
ざ
の
習
司
召
鼻
…
）
」
と
指
摘
す
る
。

（
皿
）
法
第
一
七
条
が
、
生
存
配
慮
の
要
請
に
基
づ
き
家
庭
系
廃
棄
物
の
引
渡
義
務
を
定
め
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
競
争
法
上
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
機
能

条
約
第
一
○
一
条
及
び
第
一
○
二
条
が
公
法
上
の
処
理
事
業
者
へ
の
引
渡
義
務
に
適
用
さ
れ
る
か
否
か
、
適
用
さ
れ
る
場
合
に
ど
の
程
度
適
用
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
Ｅ
Ｕ
機

能
条
約
第
一
○
六
条
に
基
づ
く
公
企
業
と
し
て
の
公
法
上
の
処
理
事
業
者
の
機
能
に
鑑
み
て
、
競
争
の
自
由
へ
の
介
入
が
正
統
化
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

く
哩
．
弓
．
浮
き
言
、
畠
ゞ
凹
伊
○
．
（
シ
ロ
ョ
．
望
、
唖
弓
顧
冒
函
舜
固
く
田
ざ
の
ゞ
ｚ
く
言
国
ｇ
ｓ
ｍ
届
謁
⑦
．
届
忠
）
．

怪
弓
．
の
。
琴
。
言
心
菖
あ
ゞ
凹
伊
（

（
シ
日
ロ
聖
ゞ
唖
四
つ
尉
白
．
己

要
と
し
な
い
。

国
Ｂ
‐
ロ
３
．
胃
司
、
、
。
、
脚
の
．
、
①
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へへへへへ

3635 3433 32
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（
羽
）
法
第
二
九
条
第
二
項
第
一
文
「
所
管
行
政
庁
は
、
廃
棄
物
を
公
法
上
の
処
理
事
業
者
よ
り
も
経
済
的
に
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
廃
棄
物
除
去
施
設
の
所
持
者
に
、
そ
の

者
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
廃
棄
物
の
除
去
を
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
こ
の
規
定
は
、
一
九
七
二
年
法
第
三
条
第
六
項
に
端
を
発
す
る
。

（
釦
）
亜
の
ぎ
の
』
旧
ン
頁
の
国
壽
拷
再
函
与
の
自
国
畠
‐
与
扇
ふ
い
シ
房
皀
厚
胆
シ
ゥ
田
○
局
ふ
い
シ
ｇ
』
客
陰
扇
ご
く
み
、
少
房
胃
旧
与
扇
ｚ
言
ふ
四
シ
房
』
Ｆ
扉
弓
の

四
］
‐
開
ふ
い
シ
房
』
シ
頁
の
昂
醒
ふ
い
シ
ｇ
』
Ｆ
シ
冨
君
の
の
犀
か
い
シ
房
』
弓
面
胃
ン
の
旬
言
の
．

（
証
）
か
い
罵
言
ペ
ン
犀
の
囚
貝
嘩
幽
少
房
自
陣
の
日
シ
の
扇
ミ
ペ
シ
ウ
お
（
ブ
レ
ー
メ
ン
市
及
び
プ
レ
ー
マ
ー
ハ
ー
フ
ェ
ン
市
）
一
や
吟
シ
ｇ
』
函
ヨ
ゥ
ン
犀
の
（
た
だ
し
、
目
の

煕
且
は
①
目
唱
侭
侭
①
の
①
Ｒ
ぐ
○
日
や
、
冒
腎
園
ご
程
宙
日
呂
ぐ
囚
め
．
弓
に
よ
っ
て
、
理
且
口
①
自
彊
侭
爵
日
言
侭
に
処
理
義
務
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
る
）
．

へへへ

28 2726
ー…ー

（
凪
）
弓
．
浮
き
ミ
ミ
属
四
．
四
．
○
．
（
シ
ロ
日
．
巴
ゐ
呂
詞
ロ
卑
○
く
の
三
目
胃
閂
ヨ
ョ
ぐ
四
・
ご
誤
め
．
雪
命
・
畠
．

な
お
、
法
第
二
○
条
は
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
そ
の
管
轄
区
域
外
に
お
い
て
生
じ
た
廃
棄
物
を
処
理
す
る
権
利
が
付
与
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ

て
い
な
い
。
当
該
権
利
に
関
し
て
は
、
市
町
村
法
・
競
争
法
上
の
関
連
諸
規
定
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
目
浮
き
ミ
ミ
鼠
ゞ
騨
四
．
○
．
ｓ
ロ
日
．
望
ゐ
ぢ
国
］
わ
．

（
犯
）
目
砕
き
蒼
亀
昌
画
・
Ｐ
○
．
（
皆
目
、
望
む
呂
冒
＆
．

（
お
）
法
第
二
○
条
第
一
項
第
二
文
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
法
第
七
条
第
四
項
に
挙
げ
ら
れ
た
理
由
か
ら
再
利
用
義
務
の
履
行
を
許
さ
れ
な
い
た
め
廃
棄
物
の
除
去
を
委

ね
ら
れ
た
と
き
、
自
ら
に
法
第
七
条
第
四
項
の
挙
げ
ら
れ
た
理
由
が
存
す
る
場
合
を
除
き
、
再
利
用
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
」

（
型
）
法
第
七
条
第
四
項
「
廃
棄
物
の
再
利
用
義
務
は
、
再
利
用
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
り
、
か
つ
経
済
的
に
要
求
で
き
る
場
合
、
と
り
わ
け
、
再
生
材
又
は
回
収
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
つ
い
て
の
市
場
が
存
在
し
、
又
は
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

（
妬
）
経
済
的
な
要
求
不
可
能
性
に
つ
き
、
州
の
公
課
法
の
利
用
料
徴
収
に
関
す
る
定
め
含
哩
妨
屋
国
弓
【
シ
ｅ
等
が
重
要
で
あ
る
。
弓
．
砕
き
ミ
ミ
畠
ゞ
四
・
四
・
○
．
（
シ
ロ
日
．
望
ゞ

項
に
お
い
て
規
定
し
て
い
た
、
｜

る
。
国
弓
‐
ロ
勗
自
ミ
ｇ
ｇ
．
、
＄

亜
四
つ
宛
Ｐ
房

亜
胃
シ
ｇ
』
国
シ
【
ユ
号
の
．

ゆ
得
鈩
ｇ
・
四
国
津
【
吋
雪
の
．

嘩
昌
鈩
房
画
国
シ
【
ユ
ョ
の
．

亜
』
少
冨
函
国
醒
吊
再
三
の
、

唖
つ
鈩
房
』
の
』
ｚ
罪
冥
の

目
浮
き
言
ミ
蚤
ゞ
凹
騨
○
．
（
シ
ロ
ョ
．
巴
．
亜
ｇ
幻
Ｐ
Ｓ
．

目
の
。
言
ミ
⑮
ミ
寧
伊
騨
○
．
（
シ
ロ
日
．
望
↓
か
ｇ
罰
口
わ
．

法
第
二
二
条
に
お
い
て
義
務
委
譲
に
関
す
る
規
定
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
法
の
草
案
は
、
「
こ
れ
ま
で
循
環
経
済
・
廃
棄
物
法
第
一
六
条
第
二
項
な
い
し
第
四

に
お
い
て
規
定
し
て
い
た
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
…
…
に
関
す
る
開
放
的
効
果
を
伴
う
義
務
委
譲
規
定
を
、
本
草
案
は
も
は
や
予
定
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
る
に
留
ま
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本
章
で
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
委
託
を
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
法
律
は
委
託
契
約
を
ど
の
よ
う
に
規
制
し
て
い
る
か
に
つ
き
、
本
稿
に

必
要
な
限
り
で
検
討
す
る
。

ーヘヘヘヘヘヘ

4241 4039 38 37
－－ーーーー

（
妬
）
違
法
に
投
棄
さ
れ
た
廃
棄
物
を
処
理
す
る
義
務
は
、
当
該
廃
棄
物
の
原
因
者
に
対
す
る
措
置
が
不
可
能
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
第
三
者
に
も
処
理
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、
及
び
当
該
廃
棄
物
の
性
質
及
び
量
ゆ
え
に
当
該
廃
棄
物
が
公
共
の
福
祉
を
侵
害
す
る
と
き
に
存
在
す
る
（
Ｂ
Ｗ
州
廃
棄
物
法
第
九
条
第
三
項
）
。

（
卿
）
例
え
ば
【
。
ご
牌
自
国
市
に
つ
い
て
、
留
日
匡
侭
号
①
儲
昌
の
く
胃
日
の
冒
侭
↓
く
の
尉
言
の
壗
日
眉
目
旦
屏
の
①
匿
唱
侭
く
。
ロ
与
堅
の
具
客
匡
言
胃
の
ｇ
島
の
の
鳥
目
叩
き
豊
望

ぐ
○
口
］
画
吟
岸
』
．
い
つ
○
句

（
蝿
）
こ
の
と
き
、
合
意
、

（
“
）
の
①
滞
日
ロ
ゥ
閏
汽
日

（
絹
）
と
り
わ
け
、
再
生
些

合
に
限
り
存
在
す
る
。

幼
い
シ
房
自
の
胃
房
シ
、
の

学
員
氏
君
烏
ご
噂
．
騨
騨
○
．
（
罪
日
Ｐ
望
ゞ
亜
曽
詞
ロ
ー
居
、

Ｆ
四
口
』
①
忠
匡
巴
両
筋
①
日
＄
Ｐ
捧
匡
の
）
ぐ
○
日
雇
．
○
再
○
す
閂
ｇ
ｇ
（
の
囚
．
、
い
ざ
）
．

な
お
、
一
九
七
五
年
州
廃
棄
物
法
（
シ
寓
巴
侭
①
の
①
厨
歓
時
、
且
①
口
‐
言
胃
ヰ
①
号
①
侭
（
層
且
①
の
号
陸
行
①
の
①
厨
古
津
冥
〕
く
○
日
届
．
旨
．
ご
計
お
里
め
．
計
己
）
で
は
「
で
き
る

（
颪
ロ
ロ
ｇ
）
」
で
は
な
く
、
「
す
る
も
の
と
す
る
（
の
呂
呂
）
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
と
き
、
合
意
、
合
意
の
変
更
及
び
合
意
の
廃
止
は
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
が
公
示
し
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
①
滞
日
ロ
ゥ
①
吋
汽
○
日
目
匡
口
巴
の
Ｎ
ｐ
の
四
日
目
①
ロ
四
吋
す
①
群
（
の
【
ご
旨
ロ
①
Ｈ
甸
鵲
の
戸
口
ぬ
ぐ
○
日
届
．
の
①
胃
の
口
舌
閂
ご
ゴ
ー
（
の
囚
．
ご
司
猴
い
つ
堕
す
①
Ｈ
、
ご
計
印
心
③
Ｐ
す
①
Ｈ
，
己
『
④
印
心
つ
聖
．

と
り
わ
け
、
再
生
材
行
の
君
○
日
］
ｇ
①
口
碑
○
＄
又
は
回
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
帰
君
目
巨
ｇ
①
ロ
ロ
ロ
①
垣
の
）
に
つ
い
て
の
市
場
が
存
在
し
、
又
は
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

噸
、
シ
ｇ
』
の
シ
ミ
の

亜
争
シ
ｇ
』
印
画
ｚ
シ
頁
の

四
家
庭
系
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
の
委
託
と
法

一
本
章
の
目
的
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支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
地
方
自
治
の
保
障
（
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
第
一
文
）
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
意
思
に
反
し
て
国
家
が
「
私

（
４
）
（
５
）
・

化
」
を
提
案
し
た
際
に
、
地
方
公
共
団
体
が
有
利
に
な
る
よ
う
、
（
限
定
的
な
）
保
護
機
能
が
あ
る
。

（
６
）

前
述
し
た
と
お
り
、
歴
史
的
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
事
務
と
解
さ
れ
て
き
た
。
も
っ
と

（
７
）

も
こ
れ
ら
の
事
務
は
、
地
方
自
治
の
核
心
領
域
で
は
な
く
、
周
縁
領
域
に
属
す
る
。
核
心
領
域
以
外
で
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
あ
る
任
務
が
割

り
振
ら
れ
る
と
当
該
任
務
の
適
切
な
履
行
が
保
障
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
「
共
通
利
益
」
を
根
拠
と
し
て
、
国
家
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
当
該

（
８
）

任
務
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
脱
地
域
化
）
。
こ
こ
か
ら
、
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
（
さ
ら
に
は
「
処
理
」
）
の
機
能
的
私
化
（
委
託
）
、

（
９
）
（
皿
）

実
質
的
私
化
（
義
務
の
移
動
）
は
、
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
第
一
文
と
両
立
す
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
廃
棄
物
処
理
は
、
ｌ
た
と
え
廃
棄
物
処
理
が
家
庭
ご
み
や
危
険
ご
み
の
除
去
で
あ
っ
た
と
し
て
も
ｌ
国
家
が
引
き
受

（
１
）

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
、
必
然
的
（
義
務
的
）
国
家
任
務
で
は
な
い
。
廃
棄
物
処
理
は
、
国
民
個
々
人
の
健
康
に
対
す
る

国
家
の
保
護
義
務
（
基
本
法
第
二
条
第
二
項
第
一
文
）
、
国
民
の
健
康
の
保
護
（
伝
染
病
の
危
険
か
ら
の
保
護
）
、
環
境
保
護
（
基
本
法
二
○
ａ
条
）

を
根
拠
に
し
て
、
「
公
的
任
務
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
に
よ
る
給
付
提
供
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
必
要
的
・
始

（
２
）

原
的
な
国
家
任
務
に
は
該
当
し
な
い
（
こ
こ
か
ら
、
公
的
任
務
で
あ
る
廃
棄
物
処
理
事
業
は
、
国
家
も
、
私
人
も
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
又
、

（
３
）

廃
棄
物
処
理
が
生
存
配
慮
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
任
務
の
実
施
形
式
（
私
法
形
式
又
は
公
法
形
式
）
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
廃
棄
物
処
理
の
委
託
と
基
本
法

（
二
）
国
家
に
よ
る
「
私
化
」

（
二
廃
棄
物
処
理
と
公
的
・
国
家
任
務
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で
は
、
こ
の
明
文
化
は
、
何
故
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
法
第
二
二
条
第
一
文
の
前
身
で
あ
る
一
九
七
二
年
法
第
三
条

（
巧
）
（
略
）

第
二
項
第
二
文
の
制
定
当
時
の
懸
念
を
払
拭
す
る
た
め
で
あ
る
。

一
九
七
二
年
法
制
定
以
前
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
私
人
に
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
な
ど
を
委
託
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
二
年
法

第
三
条
第
二
項
第
一
文
に
よ
り
、
「
州
法
に
基
づ
き
権
限
を
有
す
る
公
法
上
の
団
体
」
が
廃
棄
物
の
除
去
（
除
去
に
は
収
集
及
び
運
搬
を
含
む
）

（
喝
）

と
こ
ろ
で
法
第
二
二
条
第
一
文
は
、
第
三
者
委
託
そ
れ
自
体
の
可
否
に
関
し
、
単
に
明
確
化
す
る
性
格
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
法
関
係

者
命
①
。
耳
号
の
耳
○
時
ロ
①
）
は
自
ら
の
法
的
義
務
を
履
行
す
る
に
当
た
り
、
当
該
義
務
が
一
身
専
属
義
務
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
三
者
を
用

（
皿
）

い
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

西
ハ
ノ
）
○ ド

イ
ツ
に
お
い
て
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
が
第
三
者
に
任
務
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
（
第
三
者
委
託
）
は
、
以
前
か
ら
法
律
で
定
め

（
ｕ
）

ら
れ
て
い
る
（
一
九
七
二
年
法
第
三
条
第
二
項
第
二
文
、
一
九
八
六
年
法
第
三
条
第
二
項
第
二
文
、
一
九
九
四
年
法
第
一
六
条
第
一
項
、
二
○
一
二
年
法
第

（
妃
）

二
二
条
第
一
文
）
。
以
下
で
は
、
二
○
一
二
年
法
第
二
二
条
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
以
下
、
本
節
及
び
次
節
で
は
「
二
○
一
二
年
法
」
を
「
法
」
と
い

三
第
三
者
委
託
と
法

（
三
）
明
文
化
の
意
義

（
二
）
法
第
二
二
条
第
一
文
の
機
能

（
二
第
三
者
委
託
に
関
す
る
法
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法
第
二
二
条
第
一
文
の
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
は
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
留
ま
ら
な
い
。
「
再
利
用
又
は
除

去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
の
一
つ
と
し
て
、
（
法
第
一
七
条
第
一
項
で
引
渡
義
務
を
課
さ
れ
た
者
を
除
く
）
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
が
挙

実
務
上
、
第
三
者
委
託
は
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
公
法
上
の
処
理
事
業

者
は
、
あ
ら
ゆ
る
廃
棄
物
を
再
利
用
又
は
除
去
す
る
能
力
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
廃
棄
物
の
収
集
業
務
す
ら
自
ら
遂
行

（
喝
）

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
適
切
な
処
理
企
業
に
第
三
者
委
託
を
し
て
い
る
）
。

ま
た
、
こ
の
明
文
化
は
、
法
政
策
・
経
済
政
策
上
、
私
人
へ
の
委
託
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
九
七
二
年
法
第
三
条
第
二
項

第
二
文
は
、
私
人
へ
の
委
託
を
法
的
に
優
先
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
条
文
は
、
私
人
が
一
九
七
二
年
法
の
意
味
で
の
適
切
に

任
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
又
は
経
済
面
で
「
州
法
に
基
づ
き
権
限
を
有
す
る
公
法
上
の
団
体
」
自
ら
の
除
去
と
少
な
く
と
も
同
様
に

（
Ⅳ
）

処
理
で
き
る
と
き
、
第
三
者
委
託
が
常
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
解
釈
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

義
務
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
私
人
に
委
託
さ
れ
て
い
た
業
務
が
「
州
法
に
基
づ
き
権
限
を
有
す
る
公
法
上
の
団
体
」
に
移
転

す
る
の
で
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
「
州
法
に
基
づ
き
権
限
を
有
す
る
公
法
上
の
団
体
」
が
私
人
の
業
務
を
奪
い
去
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
懸
念
が
私
人
側
に
生
じ
た
。
こ
の
懸
念
を
解
消
す
る
た
め
、
一
九
七
二
年
法
第
三
条
第
二
項
第
二
文
を
定
め
、
私
人
に
も
委
託
で
き
る
こ

と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

四
法
第
二
二
条
の
内
容

（
二
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者

（
四
）
第
三
者
委
託
と
実
務
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法
第
二
二
条
第
一
文
の
「
第
三
者
」
は
、
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
か
ら
法
的
に
独
立
し
た
あ
ら
ゆ
る
自
然
人
又
は

（
羽
）
（
別
）
（
妬
）

法
人
で
あ
る
。
公
法
上
の
処
理
事
業
者
、
領
域
団
体
、
公
企
業
、
混
合
経
済
企
業
も
「
第
三
者
」
に
な
り
得
る
。

地
方
公
共
団
体
間
の
協
働
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
協
働
が
第
三
者
委
託
な
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
公
法
上
の
処
（
妬
）

理
事
業
者
が
任
務
そ
れ
自
体
を
別
の
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
委
譲
す
る
場
合
は
、
任
務
履
行
に
関
す
る
権
利
・
義
務
が
委
譲
さ
れ
る
た
め
、

（
”
）

第
三
者
委
託
で
は
な
い
。
他
方
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
が
自
身
の
任
務
の
履
行
の
み
を
別
の
公
法
上
の
処
理
事
業
者
に
委
譲
す
る
場
合
は
、

（
詔
）

上
記
権
利
・
義
務
は
委
譲
さ
れ
な
い
た
め
、
第
三
者
委
託
で
あ
る
。

第
三
者
委
託
の
場
合
に
は
、
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
の
義
務
は
、
処
理
が
最
終
的
か
つ
適
切
な
形
で
完
了
す
る
ま

（
羽
）

で
消
滅
し
な
い
（
法
第
一
三
条
第
二
文
）
。
こ
こ
か
ら
「
第
三
者
」
は
、
権
限
受
任
者
ａ
呂
呂
①
口
①
烏
）
で
は
な
く
、
補
助
者
つ
ま
り
履
行
補
助

（
証
）
（
銘
）

者
（
ド
イ
ツ
民
法
典
二
七
座
饗
）
又
は
行
政
補
助
者
で
あ
る
。

（
四
）

げ
ら
れ
る
。
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
の
別
の
例
と
し
て
、
法
令
上
の
特
別
な
規
律
に
基
づ
き
処
理
任
務
を
有
す
る
公

法
・
私
法
上
の
企
業
や
施
設
（
例
え
ば
、
法
第
二
六
条
に
基
づ
き
自
主
的
に
引
取
を
す
る
製
造
者
及
び
販
売
者
や
、
容
器
包
装
法
ｓ
の
８
画
。
岳
）
第
三

（
釦
）

条
第
一
六
項
で
定
義
さ
れ
て
い
る
包
装
引
取
制
度
（
私
法
上
の
法
人
及
び
人
的
会
社
）
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
法
第
二
二
条
の
「
第
三
者
」
も
、
廃
棄
物
の
性
質
を
変
更
等
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
次
的
な
排
出
者
（
法
第
三
条
第
八
項
第
二

（
別
）

号
）
に
な
っ
た
と
き
は
、
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
に
な
り
得
る
。
ま
た
、
こ
の
「
第
三
者
」
は
、
「
再
利
用
又
は
除
去

を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
か
ら
廃
棄
物
の
占
有
権
を
取
得
し
、
当
該
廃
棄
物
を
処
理
施
設
運
営
者
に
引
き
渡
す
と
き
、
「
再
利
用
又
は
除
去

（
躯
）

を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
と
な
る
（
法
第
七
条
第
二
項
第
一
文
、
第
一
五
条
第
一
項
）
。

（
二
）
「
第
三
者
」
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又
、
処
理
義
務
者
の
責
任
は
、
「
処
理
が
最
終
的
か
つ
適
切
な
形
で
完
了
す
る
ま
で
」
存
続
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
二
○
一
二
年
改
正
に

当
た
り
挿
入
さ
れ
た
。
一
九
九
四
年
法
第
一
六
条
第
一
項
第
二
文
（
「
そ
の
〔
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
〕
者
の
自
ら
の
義
務
を
履

法
第
二
二
条
は
、
第
三
者
委
託
の
対
象
及
び
そ
の
範
囲
を
詳
細
に
定
め
て
い
な
い
。
法
第
二
二
条
第
一
文
は
、
「
自
ら
の
義
務
」
の
履
行

を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
に
留
ま
る
。

こ
こ
か
ら
、
第
三
者
委
託
の
対
象
は
、
法
律
上
の
再
利
用
義
務
（
法
第
三
条
第
二
三
項
）
又
は
除
去
義
務
（
法
第
三
条
第
二
六
項
）
の
履
行
で

あ
り
、
準
備
、
引
渡
し
、
収
集
及
び
運
搬
（
法
第
三
条
第
一
四
項
）
は
第
三
者
委
託
の
対
象
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
準
備
、
引
渡
し
、
収
集
及
び
運
搬
が
「
処
理
」
に
必
要
な
場
合
、
こ
れ
ら
の
措
置
も
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者

（
認
）

の
義
務
履
行
に
資
す
る
た
め
、
第
三
者
委
託
の
対
象
に
な
り
得
る
。
そ
も
そ
も
、
法
律
に
よ
っ
て
義
務
を
課
さ
れ
た
者
は
、
当
該
義
務
が
一

（
乳
）

身
専
属
的
義
務
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
義
務
の
履
行
に
「
第
三
者
」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ

（
弱
）

け
ら
れ
た
者
」
は
、
一
身
専
属
的
で
な
い
あ
ら
ゆ
る
廃
棄
物
経
済
上
の
措
置
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
は
い
え
第
三
者
委
託
の
対
象
は
、
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
の
義
務
の
履
行
に
実
質
的
に
関
係
す
る
活
動
に
限
定

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
専
門
技
師
や
弁
護
士
と
い
っ
た
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
に
助
言
す
る
者
や
廃
棄
物
処
理
車
を
納

（
記
）

入
す
る
業
者
は
、
「
第
三
者
」
で
は
な
い
。

上
述
し
た
と
お
り
、
第
三
者
季

で
き
な
い
（
法
第
二
二
条
第
二
文
）
。

第
三
者
委
託
を
し
た
と
き
、
処
理
義
務
者
は
、
廃
棄
物
を
適
切
に
処
理
す
る
自
ら
の
「
責
任
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は

（
四
）
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
の
「
責
任
」

（
三
）
第
三
者
委
託
の
対
象
・
範
囲
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第
三
者
委
託
に
際
し
、
「
第
三
者
」
は
「
必
要
な
信
頼
性
」
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
二
二
条
第
三
文
）
。
こ
の
「
必
要
な
信
頼

性
」
は
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
た
め
、
常
に
具
体
的
な
事
案
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
問
題
と
な
る
廃
棄
物
の
危
険
度
、
処
理
の
方
式
、
処
理
地
、

（
⑱
）

価
格
等
を
考
慮
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
信
頼
性
」
が
存
在
す
る
の
は
、
委
託
の
対
象
と
の
関
連
で
、
①
適
性
及
び
能
力
を
有
し
、
②
将
来
的
に
も
受
託
し
た
任
務
を
適
切
に
履

行
す
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
過
去
に
法
律
又
は
契
約
に
従
っ
て
委
託
任
務
を
遂
行
し
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
十
分
な

（
４
）

専
門
知
識
及
び
技
術
力
・
経
済
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

（
甥
）

次
に
、
「
必
要
な
」
信
頼
性
が
存
在
す
る
の
は
、
具
体
的
な
事
案
毎
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
任
務
の
内
容
、
範
囲
、
困
難
さ
に
応
じ
て
、

「
必
要
な
」
信
頼
性
の
要
求
水
準
は
異
な
り
、
具
体
的
な
事
例
毎
に
「
必
要
な
」
信
頼
性
が
審
査
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

「
必
要
な
」
信
頼
性
の
審
査
に
有
利
に
な
る
事
情
と
し
て
、
廃
棄
物
処
理
専
門
事
業
と
し
て
認
証
含
閂
農
園
目
目
哩
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
媚
）
（
妬
）

（
法
第
五
六
条
第
三
項
、
と
り
わ
け
廃
棄
物
処
理
専
門
事
業
令
第
八
条
第
一
項
第
二
文
、
篭
一
躍
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
方
、
「
必
要
な
」
信
頼

行
す
る
責
任
は
、
委
託
に
よ
り
影
響
を
受
け
な
い
。
」
）
と
比
較
す
る
と
、
法
第
二
二
条
第
二
文
は
、
法
第
七
条
第
二
項
第
一
文
、
第
一
五
条
第
一

（
訂
）

項
第
一
文
、
第
二
○
条
第
一
項
第
一
文
に
基
づ
く
処
理
義
務
の
時
的
・
物
的
射
程
を
よ
り
一
層
明
確
に
規
律
す
る
。

（
銘
）

法
第
二
二
条
の
淵
源
の
一
つ
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
廃
棄
物
枠
組
み
指
令
Ｓ
ｇ
ご
謁
自
ｇ
第
一
五
条
第
二
項
と
比
較
す
る
と
次
の
こ
と
が
言
え
よ

う
。
Ｅ
Ｕ
廃
棄
物
枠
組
み
指
令
第
一
五
条
第
二
項
第
一
文
は
、
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
す
る
に
当
た
り
、
原
則
と
し
て
廃
棄
物
の
排
出
者
又

は
占
有
者
の
義
務
は
存
続
す
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
文
は
、
構
成
国
が
第
三
者
委
託
に
際
し
処
理
義
務
者
の
処
理
義
務
を
時
的
・

物
的
に
限
定
す
る
こ
と
を
、
例
外
的
に
許
容
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
法
第
二
二
条
第
二
文
は
、
Ｅ
Ｕ
廃
棄
物
枠
組
み
指
令
第
一
五
条
第
二
項

（
鉛
）

第
二
文
の
よ
う
な
、
最
初
の
処
理
義
務
者
の
処
理
義
務
を
時
的
・
物
的
に
限
定
す
る
こ
と
を
一
切
排
除
す
る
。

（
五
）
「
必
要
な
信
頼
性
」
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（
妬
）

罰
性
の
審
査
に
不
利
に
な
る
事
情
と
し
て
、
法
令
違
反
、
以
前
の
契
約
で
の
債
務
不
履
行
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
弱
）

第
三
者
委
託
の
形
式
は
、
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
通
常
は
私
法
契
約
（
た
い
て
い
は
請
負
契
約
）
の
形
で
行
わ
れ
る
。
公
法
上
の
処

（
弱
）

理
事
業
者
に
よ
る
第
三
者
委
託
も
、
通
常
は
、
私
法
契
約
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
「
第
三
者
」
に
対
し
て
高

権
的
に
対
応
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

法
第
二
二
条
第
三
文
に
よ
っ
て
、
委
託
者
は
、
第
三
者
委
託
を
初
め
て
行
う
と
き
、
「
第
三
者
」
の
「
必
要
な
信
頼
性
」
、
す
な
わ
ち
受
託

（
灯
）

者
の
適
性
及
び
能
力
並
び
に
適
切
な
任
務
履
行
の
可
能
性
に
関
し
て
審
査
す
る
義
務
を
負
う
。

し
か
し
、
委
託
者
の
審
査
義
務
は
、
当
該
受
託
者
に
最
初
に
委
託
す
る
際
の
審
査
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
委
託
者
は
、
必

（
妃
）

然
的
に
主
と
し
て
第
三
者
委
託
が
行
わ
れ
る
前
に
審
査
を
行
う
が
、
委
託
後
も
受
託
者
に
対
す
る
継
続
的
な
審
査
義
務
を
負
う
。

（
⑲
）

こ
の
委
託
者
に
課
さ
れ
た
委
託
期
間
中
に
お
け
る
審
査
義
務
を
、
継
続
的
な
監
督
義
務
と
考
え
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
委
託
者

（
印
）

の
監
督
義
務
と
し
て
、
例
え
ば
、
受
託
者
の
債
務
不
履
行
に
関
す
る
新
た
に
生
じ
た
根
拠
を
常
時
調
査
す
る
義
務
を
挙
げ
る
。
こ
の
監
督
義

務
を
履
行
す
る
た
め
に
、
受
託
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
あ
る
。
契
約
の
内
容
と
し
て
、
情
報
提
供
義
務
、
証
明
義
務
、
処
理
施
設
へ

（
団
）

の
立
入
調
査
権
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
各
種
権
利
及
び
義
務
の
設
定
の
有
無
、
そ
れ
ら
の
内
容
、
そ
れ
ら
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー

（
配
）

ル
密
度
の
程
度
は
、
委
託
の
内
容
に
依
存
す
る
。
単
純
な
事
例
、
例
え
ば
廃
棄
物
の
量
及
び
危
険
度
が
少
な
く
、
経
験
豊
富
な
認
証
企
業
へ

（
認
）

の
委
託
に
お
い
て
は
、
各
種
権
利
・
義
務
を
設
定
し
な
い
こ
と
も
正
統
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
頻
繁
に
生
じ
、
又
小
規
模
な

（
認
）

委
託
に
お
い
て
は
、
実
務
上
し
ば
し
ば
一
度
も
書
面
に
よ
る
契
約
が
締
結
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

（
七
）
第
三
者
委
託
の
形
式

（
六
）
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
」
の
審
査
義
務
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本
章
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
家
庭
系
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
の
委
託
を
法
が
ど
の
よ
う
に
統
制
し
て
い
る
か
を
検
討
し
、
以
下
の
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
に
、
委
託
者
（
家
庭
系
廃
棄
物
の
場
合
は
「
公
法
上
の
処
理
事
業
者
」
）
の
廃
棄
物
を
適
切
に
処
理
す
る
義
務
（
本
稿

と
の
関
係
で
は
適
切
に
収
集
及
び
運
搬
を
す
る
義
務
）
は
、
委
託
し
た
と
き
に
も
存
続
す
る
。
第
二
に
、
委
託
に
当
た
り
受
託
者
は
「
必
要
な
信

頼
性
」
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
委
託
者
は
受
託
者
が
こ
の
「
必
要
な
信
頼
性
」
を
有
し
て
い
る
か
を
最
初
に
委
託
す
る
と
き
の
み
な
ら

ず
委
託
後
も
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
に
、
家
庭
系
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
の
委
託
は
契
約
方
式
で
行
わ
れ
る
が
、
契
約
の
内
容

（
弱
）

（
委
託
事
項
、
両
当
事
者
の
義
務
、
委
託
者
に
よ
る
監
督
方
法
な
ど
）
は
、
法
律
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
な
い
。

第
三
点
に
関
し
て
、
委
託
契
約
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
備
え
れ
ば
委
託
者
の
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
義
務
の
履
行
に
と
っ
て
適
切
か
、

と
い
う
こ
と
が
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
古
く
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
又
、
廃
棄
物
の
収
集
及

（
帥
）

び
運
搬
の
委
託
に
関
す
る
契
約
モ
デ
ル
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
問
題
に
対
す
る
政
策
を
提
示

す
る
に
当
た
っ
て
非
常
に
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
家
庭
系
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
委
託
契

約
の
実
例
を
分
析
し
、
家
庭
系
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
を
委
託
す
る
際
に
ど
の
よ
う
な
契
約
を
形
成
す
れ
ば
良
い
か
、
と
い
う
政
策
課
題

又
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
は
、
第
三
者
委
託
を
す
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
公
共
委
託
発
注
法
（
競
争
制
限
禁
止
法
第
四
章
）
が
適
用
さ
れ
、

公
共
委
託
発
注
法
上
の
義
務
を
課
さ
れ
る
が
、
こ
の
義
務
は
、
委
託
契
約
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
（
公
共
委
託
発
注
は
原
理
上
、
私
法
契

（
師
）

約
・
公
法
契
約
の
い
ず
れ
を
も
含
む
）
。

に
つ
い
て
一
定
の
示
唆
を
得
る
。

こ
れ
に
対
し
、
州
地
方
公
共
団
体
の
共
同
作
業
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
公
法
上
の
処
理
事
業
者
が
公
法
上
の
別
の
法
人
に
委
託
を
す

（
銘
）

る
際
に
は
、
公
法
上
の
協
定
が
締
結
さ
れ
る
。

五
小
括
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（
９
）
一
九
九
四
年
循
環
経
済
・
廃
棄
物
法
に
お
け
る
処
理
責
任
の
移
動
と
い
う
意
味
で
の
「
私
化
」
に
つ
き
、
参
照
、
野
田
崇
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
廃
棄
物
処
理
の
民
間
化
と

廃
棄
物
概
念
（
二
・
完
匡
法
学
論
叢
一
五
一
巻
三
号
（
二
○
○
二
年
）
六
一
頁
（
八
一
頁
）
。

（
皿
）
員
吊
冒
ミ
、
四
．
四
．
○
．
（
シ
冒
日
．
二
胃
．
隈
．

な
お
、
立
法
者
は
、
私
化
を
決
定
す
る
際
に
、
比
例
原
則
に
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
。
ぐ
哩
・
言
吊
冒
ミ
ゞ
四
．
四
．
○
．
（
エ
ロ
ョ
．
二
目
．
鴎
．

（
ｕ
）
一
九
九
四
年
法
第
一
六
条
第
一
項
は
、
一
九
七
二
年
法
第
三
条
第
二
項
第
二
文
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
ａ
目
‐
胃
の
』
ご
認
忌
め
．
命
．
）
。
さ
ら
に
参
照
、
国
弓
‐
ｐ
Ｈ
の
．

届
、
画
霞
め
．
犀
、
．
罰
ミ
崎
、
い
、
国
§
ご
＼
伯
．
串
．
尽
蚤
§
阜
罵
①
匡
四
月
君
国
の
。
冨
沖
の
‐
匡
且
醇
匡
巴
億
①
の
①
艮
己
謁
壺
昼
、
、
罰
§
崎
、
の
烏
ざ
§
ｇ
、
耐
，
生
．

尋
爵
ミ
ー
ゞ
塚
の
匡
呂
雪
買
の
呂
昌
中
屋
且
少
匡
巴
億
＄
輿
画
面
．
シ
昌
：
９
ｓ
壺
畠
．

（
咽
）
法
第
二
二
条
「
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
付
け
ら
れ
た
者
は
、
第
三
者
に
自
ら
の
義
務
の
履
行
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
再
利
用
又
は
除
去
を
義
務
付
け
ら
れ
た
者

の
義
務
の
履
行
に
関
す
る
責
任
は
、
委
託
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
ず
、
処
理
が
最
終
的
か
つ
適
切
な
形
で
完
了
す
る
ま
で
存
続
す
る
。
委
託
さ
れ
た
第
三
者
は
、
必
要
な
信

頼
性
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

（
１
）
言
肉
胃
貢
嘩
届
酔
寓
邑
．
旨
冨
．
閤
罠
ロ
廻
冨
．
罰
ロ
爵
昇
富
岳
巴
ゞ
罵
唱
房
昌
口
鴨
吋
①
。
胃
ゞ
曽
己
↓
］
宮
．
囹
．

（
２
）
国
く
①
風
の
両
己
』
喝
（
温
穿
国
く
①
員
署
の
国
雪
酌
但
（
篭
穿
固
く
①
蔓
る
固
誤
〕
仁
電
皇
ニ
パ
バ
画
ミ
．
四
．
画
．
○
・
ｓ
ロ
日
』
）
．
］
宮
．
闇
．

（
３
）
殉
国
国
輿
壁
昌
ゞ
勺
画
く
胃
画
①
稀
戸
口
ぬ
く
○
口
シ
匡
碕
ｍ
す
①
ロ
Ｑ
①
Ｈ
Ｐ
①
一
の
言
口
鴨
ぐ
①
吋
言
巴
言
冒
ぬ
ゞ
句
①
の
厨
。
胃
屋
箇
吋
○
胃
一
胃
園
冒
煕
胃
。
丙
国
巨
日
の
一
①
ウ
Ｎ
侭
呉
①
口
の
①
ウ
匡
円
扇
国
、
↑
９
ｓ
ゞ
の
』
麗

命
．
届
努
言
堵
ご
ミ
向
Ｐ
○
．
（
皆
目
』
）
ゞ
毎
〕
・
閨
．

（
４
）
「
私
化
」
（
閨
ぐ
目
印
寓
目
巳
に
つ
き
、
差
し
当
た
り
参
照
、
鈴
木
崇
弘
「
ド
イ
ツ
水
道
法
制
に
お
け
る
民
間
委
託
の
統
制
（
一
）
Ｉ
行
政
契
約
の
活
用
に
留
意
し
た

分
析
」
自
治
研
究
九
三
巻
三
号
（
二
○
一
七
年
）
二
二
頁
（
一
二
二
頁
注
（
”
）
）
。

（
５
）
貢
ぎ
侭
》
【
ｏ
日
日
巨
昌
の
の
里
ぐ
目
の
胃
目
明
巨
鴨
員
の
ｏ
言
当
の
侭
号
の
宛
眉
目
閏
目
胆
巨
且
甸
冒
９
画
目
目
胆
、
ｚ
く
ぎ
国
９
日
わ
．
ｇ
貝
の
ｇ
豐
言
冒
量
ゞ
四
面
・
○
．
（
皆
目
，

ご
》
冒
画
吟
詞
粋
言
尋
口
①
儲
ぐ
の
爵
の
の
自
照
烏
の
。
巨
冒
の
評
冒
厨
号
制
百
日
日
目
巴
の
ロ
艀
号
の
尊
曾
さ
骨
目
い
］
貝
“
９
ｓ
肋
．
局
員
切
届
ｓ
更
に
参
照
、
角
松
生
史
「
『
民

間
化
』
の
法
律
学
ｌ
西
ド
イ
ツ
国
く
画
圖
の
日
畠
論
を
素
材
に
し
て
」
国
家
学
会
雑
誌
一
○
二
巻
二
・
二
一
号
（
一
九
八
九
年
）
七
一
九
頁
（
七
五
五
頁
）
、
松
塚
晋

輔
「
自
治
体
合
併
の
憲
法
的
基
礎
（
三
ｌ
ド
イ
ツ
判
例
学
説
を
参
考
に
ｌ
」
京
女
法
学
三
号
（
二
○
一
二
年
）
一
頁
（
二
頁
以
下
）
。

他
方
で
、
地
方
公
共
団
体
自
ら
が
私
経
済
主
体
へ
諸
機
能
を
移
行
す
る
と
い
う
状
況
そ
れ
自
体
は
、
基
本
法
第
二
八
条
第
二
項
第
一
文
に
関
す
る
正
当
化
を
要
し
な
い
。

（
６
）
固
く
胃
畠
国
ご
ゞ
届
貝
勗
「
竺
餌
ぎ
ぎ
§
薑
…
函
。
。
旨
。
口
目
、
・
・
・
普
冨
目
目
融
氏
の
鳧
彦
菖
の
貝
の
。
過
日
ｍ
ｇ
Ｑ
ｇ
の
百
日
目
目
号
静
毎
の
尊
の
罵
さ
農
目
、
．
シ
且
の
尉
目
ぬ

ぐ
○
口
【
・
日
月
訂
目
の
尾
口
冠
詞
己
電
あ
．
と
卑
言
吊
博
貢
四
・
四
○
・
ｓ
目
日
．
与
国
］
陰
‐

（
７
）
言
錯
冒
ミ
、
、
．
蝉
○
・
参
口
目
．
曼
國
．
鷺
更
に
参
照
、
白
藤
博
行
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
地
方
自
治
改
革
と
法
理
」
室
井
力
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
現
代
行
政
法
の
理
論
』

（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
一
年
）
三
三
二
頁
（
三
三
八
頁
以
下
）
。

（
８
）
画
く
①
風
の
画
ご
』
目
色
圏
）
．

（
９
）
一
九
九
四
年
循
環
経
済
・
廃
棄
物
法
に
お
け
る
処
理
責
任
の
移
動
と
い
う
意
味
で
の
「
私
化
一
に
つ
き
、
参
照
、
野
田
崇
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
廃
棄
物
処
理
の
民
間
化
と
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（
劃
）
、
．
尉
国
ご
『
量
鴇
裁
宛
目
目
呂
国
①
口
目
日
画
①
屋
ｇ
宛
①
。
胃
号
Ｈ
シ
冥
農
言
胃
の
。
ｇ
岸
、
の
①
ミ
ン
Ｈ
８
段
色
謁
望
印
と
命
．
念
）
副
詞
範
唾
冴
＆
ミ
ゞ
○
鹿
ｇ
匿
呂
①
匡
口
旦
冒
ご
胃
①

へへへへへ

30 29 282726
ーーーーー

（
略
）
の
、
輯
房
里
八
餌
殉
己
§
耐
亀
吻
ミ
、
、
幻
①
。
耳
号
叶
醒
亘
邑
冨
の
①
昼
唱
ロ
、
号
の
国
匡
且
①
の
戸
且
号
吋
厩
且
臼
↓
詞
・
醇
巴
．
厚
い
白
碕
．
言
貝
韻
．
幼
い
シ
匡
陛
‐

毎
①
淵
ぽ
い
ロ
ロ
鴨
帰
路
厨
の
や
Ｐ
興
圃
己
§
い
＄
坊
苫
ミ
、
関
弓
§
鳥
息
謹
碕
↓
幻
月
言
口
角
シ
匡
昌
蔚
器
再
億
ｐ
ｐ
ｍ
号
の
国
日
己
閉
ゞ
号
吋
耐
曾
旦
閂
ロ
ロ
回
口
角
因
貝
○
忌
厨
呂
呂

口
昌
Ｏ
Ｐ
ｍ
昌
胃
．
詞
・
醇
忠
．
両
Ｈ
四
‐
屏
信
．
〆
ロ
お
づ
か
届
肉
ユ
戸
、
シ
ヶ
扇
”
Ｐ
印

（
Ⅳ
）
○
．
函
房
亀
、
餌
、
己
昌
旧
亀
喧
苫
、
．
騨
四
．
○
．
（
シ
日
ロ
．
届
）
．
ｍ
９
．

（
肥
）
関
口
詩
尋
ミ
ロ
苫
苫
．
Ｐ
四
・
○
．
（
シ
ロ
日
．
屡
）
〕
か
圏
詞
Ｐ
己
．

（
田
）
参
照
、
法
第
七
条
第
二
項
第
一
文
、
第
一
五
条
第
一
項
第
一
文
、
第
一
七
条
第
一
項
、
第
二
○
条
第
一
項
第
一
文
。
興
口
詩
号
ミ
ロ
ミ
画
商
画
・
○
・
ｓ
日
ロ
屋
迩
圏
］
富
む
．

（
釦
）
旧
容
器
包
装
令
（
く
①
５
画
鼻
ぐ
）
に
関
し
て
、
ぐ
但
．
輿
ロ
ミ
曹
昌
苫
苫
ゞ
四
．
四
●
○
．
（
冑
目
．
Ｅ
か
圏
詞
員
匡
．
な
お
、
包
装
引
取
制
度
は
規
整
さ
れ
た
自
主
規
整
の
中
核
的
要

素
で
あ
る
。
員
肉
画
亘
．
四
・
口
○
．
（
シ
ロ
日
．
二
］
皆
．
巴
．

（
劃
）
弟
尉
ｂ
詩
尋
ご
ｓ
苫
苫
ゞ
四
．
四
・
○
．
（
シ
ロ
日
．
踵
）
．
幼
圏
］
宮
．
届
．

（
犯
）
興
口
詩
号
ミ
ロ
苫
芦
Ｐ
四
．
○
．
（
シ
ロ
日
．
辰
）
．
唖
圏
吊
臼
屈
．

（
羽
）
さ
ら
に
人
的
会
社
令
閂
の
○
口
①
侭
①
の
①
房
ｏ
富
津
）
、
人
的
組
合
弓
①
筋
目
①
目
四
目
堅
農
①
の
①
房
。
富
津
）
も
あ
り
得
る
。
関
口
詩
尋
ミ
ミ
誌
々
四
●
四
・
○
．
（
シ
目
白
．
星
迩
圏
］
皆
．
届
．

（
型
）
国
く
閏
急
の
．
ｚ
く
三
国
ら
＄
＆
圏
．

（
妬
）
興
旨
ｇ
ご
ゞ
冒
農
．
‐
シ
、
く
①
吋
昇
ｇ
ご
弓
．
冨
目
口
、
弓
切
８
８
〕
胃
吊
ゞ
【
愚
匡
呂
曾
胃
駕
冨
蔚
帰
路
薗
吟
シ
且
．
ゞ
ｇ
己
か
畠
］
宮
．
吟
餌
ロ
ミ
ミ
ミ
苫
葛
画
・
四
・
○
．
（
皆
目
』
全

興
旨
ｇ
ご
ゞ
買
い
‐
シ
、
く
①
厨
尉
邑
、
弓
．
冨
目
口
、
局
粋
ｇ
日
日
易
》
【
愚
厨
両
氏
言
胃
ｇ
富
津
侭
①
器
薗
吟
シ
且
．
》
ｇ
己
か
畠
］
宮
．
吟
関
口
詩
。
ミ
ミ
苫
登
騨
四
．
○
．
（
皆
日
］
・
底
）
》

へへへ

15 14 13
ーーー

胃
四
画
『
（
の
．
］
②
画
聖

、
．
尉
自
吋
遵

ゆ
画
画
罰
ぼ
げ
』
心

ワ
Ｃ
Ｏ
」く

巴
．
如
圏
シ
房
画
の
』
【
○
日
の
シ
号
の
ｚ
雪
．

関
口
詩
尋
ご
ミ
苫
登
騨
伊
○
．
（
シ
ロ
日
．
崖
）
．
ゆ
圏
勾
Ｐ
届
．

ぐ
哩
．
ゆ
圏
シ
９
画
い
い
【
○
日
の
シ
３
ｏ
ｚ
言
．

興
昏
８
昼
向
四
・
○
．
（
シ
ロ
日
．
誤
）
ふ
圏
幻
ロ
．
鱒
、
弓
‐
ロ
厨
自
ミ
ｇ
ｇ
ゞ
印
９
．

ｍ
目
‐
ロ
愚
．
国
ぶ
雪
蝉
の
卜
興
員
氏
ロ
ミ
》
目
①
即
ご
胃
国
閂
目
ｍ
Ｑ
Ｒ
国
口
扇
日
四
日
鴨
日
目
昌
伝
ｇ
ｇ
ｇ
日
【
吊
厨
置
月
昌
再
の
呂
呉
研
‐
匡
且
醇
冨
農
帰
路
国
ゞ
ロ
く
四
．
ご
囲
め

関
口
奇
尋
蒼
§
誤
同
国
．
ロ
．
］
閂
閉
の
、
可
．
Ｆ
５
筋
ｇ
田
圃
巴
ゞ
犀
の
区
呂
雪
時
筋
呂
島
侭
困
の
Ｒ
ゞ
ｇ
踵
迩
隠
国
〕
函
．

一
九
七
二
年
法
第
三
条
第
二
項
第
二
文
「
州
法
に
基
づ
き
権
限
を
有
す
る
公
法
上
の
団
体
は
、
第
一
項
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
、
第
三
者
を
用
い
る
こ
と
が
で
き

法
第
二
一

ｍ
目
‐
口
吊

一
条
は
、
一
九
九
ｍ

く
目
函
吟
ｏ
』
の
胃
画

一
九
九
四
年
法
第
一
六
条
第
一
項
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
ａ
目
‐
ロ
詠
自
ミ
ｇ
留
め
．
ｇ
・
）
。
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（
蛇
）
興
口
、
⑮
尋
ご
昌
苫
誌
ゞ
四
．
四
・
○
．
（
シ
日
ロ
．
底
）
姻
圏
”
ロ
．
扇
．

（
蝿
）
く
①
ｇ
村
ｇ
Ｅ
Ｈ
侭
目
角
固
貝
の
○
吋
四
日
鴨
苛
ｏ
ｇ
①
風
呂
①
、
扇
。
冒
畳
の
ｇ
①
ご
冨
亘
菌
８
日
侭
の
Ｏ
侭
四
目
の
画
ロ
○
口
９
厘
口
・
両
貝
の
○
侭
①
侭
①
日
①
旨
の
ｇ
禺
訂
唇
両
日
の
○
侭
翻
目
鴨
‐

註
ｇ
ｇ
ｇ
ｇ
ｇ
胃
日
目
匡
口
頤
‐
両
夢
ぐ
）

（
“
）
こ
れ
に
対
し
、
興
冒
８
ミ
ゞ
煙
．
鱒
○
・
ｓ
目
ロ
．
誤
）
ゐ
圏
召
．
届
は
、
こ
の
証
明
を
し
な
い
者
は
、
初
め
か
ら
「
信
頼
性
」
が
無
い
と
す
る
。

（
妬
）
餌
ｂ
蔚
号
ご
ミ
誌
苫
．
画
・
Ｐ
○
．
多
目
日
．
踵
）
．
嘩
圏
罰
口
ら
．

酔
匡
農
①
貝
の
○
画
旨
い
昌
男
ら
囲
め
．
ご
動
、
．
尋
８
，
ミ
ミ
除
眉
①
農
の
Ｒ
の
邑
冨
品
ぐ
目
冒
§
埼
唱
口
賜
く
①
日
尉
①
ロ
団
国
己
君
あ
．
圏
囹
命
＆
圏
穿
』
．
即
恩
ゞ
目
①

卑
冨
量
の
昌
侭
号
壗
与
菖
の
貝
の
。
愚
旨
胆
愚
呂
号
日
厚
の
匡
四
具
乏
胃
の
目
鼻
の
‐
目
旦
与
匡
鴨
の
①
Ｒ
《
砕
胃
の
日
昌
の
目
の
冒
目
の
冒
眉
鼻
目
①
房
壗
罵
ｏ
胃
の
胃
ｏ
亘
の
日
の

目
５
門
呼
昌
鼻
骨
冨
唱
凋
号
吋
農
鴨
日
の
言
呂
甸
国
ぐ
四
房
目
目
魁
の
胃
ｇ
・
己
温
め
』
忌
芽
大
脇
成
昭
「
民
営
化
法
理
の
類
型
論
的
考
察
ｌ
ｌ
ド
イ
ツ
法
を
中
心
と
し
て
」

法
政
研
究
六
六
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
二
八
五
頁
（
二
九
八
頁
以
下
）
・

（
犯
）
関
目
、
３
ミ
ロ
琶
苫
ゞ
Ｐ
四
○
．
（
シ
ロ
日
．
こ
ゐ
圏
召
．
膿
．

（
詔
）
興
厘
、
３
ミ
ミ
苫
ゞ
Ｐ
四
・
○
．
（
シ
ロ
日
．
こ
ふ
圏
召
．
圏
．

（
弘
）
興
国
、
３
ミ
§
苫
ゞ
脚
Ｐ
ｐ
（
シ
ロ
ョ
．
こ
み
圏
召
．
閏
．

（
弱
）
餌
ｂ
詩
尋
蒼
。
§
鱒
Ｐ
Ｃ
．
（
皆
目
‐
屋
迩
圏
国
息
画
．

（
調
）
興
口
詩
尋
蒼
§
苫
ゞ
Ｐ
四
．
○
・
ｓ
口
日
．
屋
迩
圏
國
．
路
．

（
訂
）
国
弓
‐
厚
の
』
ご
ｇ
留
め
．
呂
興
目
、
３
ミ
ミ
苫
、
画
。
、
．
○
．
（
シ
ロ
日
こ
ふ
隠
國
画
．

（
銘
）
Ｅ
Ｕ
廃
棄
物
枠
組
指
令
第
一
五
条
第
二
項
「
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
の
廃
棄
物
が
、
暫
定
的
な
処
理
の
た
め
に
、
第
一
項
の
自
然
人
又
は
法
人
に
運
び
込
ま
れ
た

と
し
て
も
、
原
則
と
し
て
、
廃
棄
物
の
排
出
者
又
は
占
有
者
の
完
全
な
再
利
用
又
は
除
去
手
続
を
遂
行
す
る
責
任
は
、
終
了
し
な
い
。
Ｅ
Ｕ
規
則
二
○
○
六
年
第
一
○
一
三

号
に
か
か
わ
ら
ず
、
構
成
国
は
、
い
か
な
る
と
き
に
最
初
の
排
出
者
が
一
連
の
処
理
す
べ
て
に
対
し
て
責
任
を
負
い
続
け
る
か
、
又
い
か
な
る
と
き
に
排
出
者
及
び
占
有
者

の
責
任
を
一
連
の
処
理
の
関
係
者
間
で
分
配
し
若
し
く
は
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
一
つ
一
つ
責
任
の
終
了
を
確
定
し
、
及
び
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

（
調
）
法
第
一
三
条
第
二
文
が
、
Ｅ
Ｕ
廃
棄
物
枠
組
み
指
令
第
一
五
条
第
二
項
が
要
求
す
る
Ｅ
Ｕ
法
上
の
最
低
基
準
よ
り
も
非
常
に
厳
格
な
基
準
で
あ
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し

て
、
関
ロ
詩
尋
ミ
ミ
誌
ゞ
騨
伊
○
．
（
シ
ロ
ョ
．
こ
ふ
圏
ご
面
．

（
伽
）
興
旨
８
ｓ
．
四
・
ｍ
・
○
・
参
口
目
．
ご
み
圏
囚
房
届
廊

（
似
）
興
厘
⑮
３
ミ
ロ
苫
苫
．
画
．
Ｐ
○
・
参
口
日
．
星
迩
圏
國
．
旨
法
第
二
二
条
三
文
の
「
必
要
な
信
頼
性
」
は
法
第
五
三
条
第
二
項
、
第
五
四
条
第
一
項
の
「
信
頼
性
」
と
比
較
す

、
弓
‐
ｐ
Ｈ
の
．
胃
い
、
『
い
い
缶
切
』
、

る
と
広
義
で
あ
る
。

な
お
一
九
九
四
年
法
第
一
六
条
第
一
項
の
「
信
頼
性
」
概
念
に
は
、
専
門
知
識
、
財
政
的
諸
前
提
、
そ
の
他
の
人
的
状
況
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。
く
哩
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（
“
）
興
口
詩
号
ご
ミ
苫
苫
．
四
．
四
○
．
（
少
白
目
塵
）
》
か
圏
詞
Ｐ
届
．

（
卿
）
輿
ｂ
肯
き
昌
苫
苫
画
面
．
○
‐
（
シ
ロ
日
．
屋
壺
隠
冒
．
届
津
興
昏
８
ご
也
画
・
○
．
（
シ
ロ
日
．
閉
）
壺
圏
召
．
辰

（
妃
）
関
ロ
討
幕
ミ
ミ
苫
ゞ
四
・
四
・
○
．
（
シ
ロ
ョ
．
屋
壷
圏
詞
ロ
．
障
興
旨
８
畳
四
・
口
○
・
参
日
ロ
．
誤
）
ふ
圏
召
．
辰
．

（
⑲
）
吊
尉
口
詩
３
ミ
ロ
苫
苫
．
ｍ
Ｐ
Ｏ
．
（
シ
日
ロ
辰
）
．
ゆ
圏
詞
ロ
巴
．

（
卵
）
た
だ
し
長
期
的
な
委
託
の
場
合
、
委
託
者
は
、
処
理
任
務
の
難
し
さ
に
応
じ
て
、
受
託
者
に
よ
る
廃
棄
物
の
不
適
切
な
処
理
つ
い
て
も
一
定
程
度
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
品
門
口
詩
忌
ミ
昌
誌
苫
》
伊
、
．
○
．
（
シ
日
巨
侭
）
》
か
届
｝
宮
．
巴
．

（
副
）
餌
ｂ
詩
尋
ミ
昌
苫
苫
．
四
画
．
○
．
（
シ
ロ
日
．
匡
）
、
ゆ
圏
幻
ロ
．
鱈
．

（
躯
）
輿
ｂ
詩
号
営
自
苫
景
凹
騨
○
．
（
シ
ロ
日
．
庭
）
．
唖
圏
”
Ｐ
圏
．

（
記
）
関
口
詩
罫
ミ
画
琶
量
Ｐ
伊
○
．
（
シ
ロ
日
．
匡
）
．
ゆ
圏
両
目
巴
．

（
別
）
関
口
討
幕
ミ
園
苫
苫
》
画
Ｐ
○
．
（
シ
ロ
日
．
屋
）
、
却
隠
”
Ｐ
巴
．

（
弱
）
関
昏
８
母
一
画
．
四
・
○
・
ｓ
日
ロ
鴎
）
ゞ
刃
ロ
即
興
ｂ
詩
。
曹
目
雪
苫
ゞ
Ｐ
四
．
○
．
（
鈩
目
〕
、
屋
迩
圏
殉
口
昌
ｇ
ｂ
ｚ
ｍ
Ｅ
号
貝
岨
ｚ
く
一
畠
９
９
画
臼
｝
韻
蝉
○
Ｆ
の
口
房
の
①
丘
。
具
ｚ
Ｎ
ｍ
ｇ

（
釦
）

（
髄
）
輿
ｂ
討
幕
蒼
国
ご
琶
画
．
画
．
○
．
参
ロ
日
．
屋
迩
隠
固
〕
’
昭
．

な
お
、
本
邦
に
お
い
て
も
大
阪
地
裁
平
成
二
五
年
四
月
二
六
日
（
平
成
二
○
年
（
行
ウ
）
第
一
七
○
号
）
は
、
「
：
．
…
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
は
市
町
村

の
固
有
事
務
で
あ
り
（
廃
掃
法
第
六
条
の
二
第
一
項
）
、
こ
れ
を
私
人
に
委
託
す
る
契
約
は
公
共
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
性
質
は
民
法
上
の
準
委

任
契
約
で
あ
り
、
市
町
村
が
私
人
と
対
等
の
立
場
に
お
い
て
締
結
す
る
私
法
上
の
契
約
に
ほ
か
な
ら
な
い
．
：
…
」
と
述
べ
る
判
決
が
あ
る
。

（
師
）
興
口
詩
尋
ミ
。
ミ
・
騨
画
．
○
．
（
皆
目
、
こ
ふ
圏
召
．
母
国
昂
田
口
目
ぐ
屈
勺
．
ｇ
白
ゞ
巖
．
。
＄
迫
畠
、
の
国
国
旨
、
ゞ
霞
↑
沼

（
昭
）
関
口
詩
３
蒼
国
苫
苫
ゞ
画
．
伊
○
・
参
口
日
．
こ
ふ
圏
卸
〕
・
忠
．

（
弱
）
こ
の
他
、
受
託
者
に
よ
る
債
務
不
履
行
時
に
委
託
者
は
ど
の
よ
う
な
権
利
を
有
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
法
は
定
め
て
お
ら
ず
、
契
約
に
よ
っ
て
定
め
る
必
要

画
Ｃ
Ｃ
心
。
四
心
四

が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
行
政
主
体
に
よ
る
委
託
の
発
注
手
続
は
競
争
制
限
禁
止
法
第
四
章
が
、
受
託
者
の
選
定
基
準
は
本
文
で
検
討
し
た
二
○
一
二
年
循
環
経
済
法
第
二
二
条
の

「
必
要
な
信
頼
性
」
要
件
が
統
制
し
て
い
る
。

参
照
、
第
一
章
第
二
節
第
四
款
。

四
吟
心


